
Ⅲ 障害児支援 

 

【基本的考え方】 

○ 障害児支援については、長らく全体的な見直しが実施されておらず、障害者自立

支援法の制定の際、同法の附則において、施行後3年の見直しにおける具体的な検討

項目の一つとされている。 

 

○ 障害児を取り巻く環境の変化を踏まえ、厚生労働省において「障害児支援の見直

しに関する検討会」が開催され、本年7月に、今後の障害児支援のあるべき姿と具体

的施策について報告がまとめられている。 

 

○ これを踏まえ、障害のある子どもが心身ともに健全に育つ権利を保障するととも

に、「自立と共生」という理念の下、障害の有無にかかわらず安心して暮らせる地

域づくりを目指し、以下の4つの基本的視点を基に、障害児支援施策について充実さ

せていくべきである。 

① 子どもの将来の自立に向けた発達支援 

② 子どものライフステージに応じた一貫した支援 

③ 家族を含めたトータルな支援 

④ できるだけ子ども・家族にとって身近な地域における支援 

 

 

（１）ライフステージに応じた支援の充実  

 

ア 障害の早期発見・早期対応策  

 

（関係機関の連携による障害の早期発見・早期対応の取組の強化）  

○ 障害の早期発見・早期対応の取組を強化するため、各地域において、医療機関（産

科、小児科）、母子保健、児童福祉、障害児の専門機関等の連携を強化し、可能な限

り早期から親子をサポートしていく体制づくりを進めていくべきである。その際、地

域自立支援協議会について、子ども部会を設置する等、活用を図るべきである。 

 

 

（「気になる」という段階からの支援）  

○ また、可能な限り早期から専門的な支援を行うことが子どもの発達支援の観点から

も大切と考えられ、障害があると明確な診断ができないケースや、親が障害があるこ

とに気付き適切に対応できていないケースなど、「気になる」という段階から親子を

支援すべきである。このため、障害児の専門機関が保健センターなど親子にとって身

近な敷居の低い場所に出向いて行ったり、障害の確定診断前から発達支援サービスを

体験的に利用できるようにしたりするなどの取組を進めていくべきである。 



 

イ 就学前の支援 

 

（障害児の支援の在り方） 

○ 障害のある子どもとない子どもができるだけ共に過ごしていけるようにしていくこ

とが大切である一方、障害児にとっては専門的な指導や支援を受けることも必要であ

る。このため、保育所等における障害児の受入れを促進していくとともに、障害児の

専門機関の機能について、保育所等の地域への支援の役割を強化していくべきである。 

 

（障害児の保育所等での受入れ） 

○ 障害児の専門機関が保育所等を巡回支援していくことにより、保育所等での受入れ

を促進するとともに、これまで障害児通園施設等に通っていた子どもが円滑に保育所

等に通えるようにしていくべきである。 

 

（通所施設の地域への支援の役割の強化）  

○ 障害児の通所施設について、地域への支援の役割を強化していく観点から、地域に

出て行って親子や保育士等を支援する機能や、発達障害など発達上支援が必要な子ど

もの相談支援を行う機能を十分に果たせるようにしていくべきである。 

 

（通所施設の一元化）  

○ 障害児の通所施設について、障害児にとって身近な地域で支援を受けられるように

するため、障害種別による区分をなくし、多様な障害の子どもを受け入れられるよう、

一元化の方向で検討していくべきである。 

 

○ その際、現在、肢体不自由児通園施設において肢体不自由についての治療を給付対

象としていることを踏まえ、福祉型の施設と、肢体不自由についての治療も提供する

医療提供型の施設とに分けて考えていくことが適切である。 

 

○ また、現在予算事業で行われている重症心身障害児（者）通園事業について、併せ

て法令上に位置付けて実施していくべきである。 

 

 

ウ 学齢期・青年期の支援 

 

（放課後や夏休み等における支援）  

○ 現在の経過的な児童デイサービスや日中一時支援事業について、放課後や夏休み等

における居場所の確保が求められていること等を踏まえ、単なる居場所としてだけで

はなく、子どもの発達に必要な訓練や指導など療育的な事業を実施するものは、放課

後型のデイサービスとして新たな枠組みで事業を実施することとすべきである。 

 



（障害児の放課後児童クラブ等の受入れ） 

○ 一般施策である放課後児童クラブ等においても障害児の受入れが拡大しているとこ

ろであり、今後、障害児の専門機関が放課後児童クラブ等に対して巡回支援していく

ことにより、障害児の放課後児童クラブ等での受入れを促進していくべきである。 

 

（卒業後の就労・地域生活に向けた関係施策の連携） 

○ 学校卒業後に円滑に地域生活や就労への移行ができるよう、教育・福祉・就労施策

の連携を強化し、例えば学校の在学中から、体験的に就労移行支援事業等を利用する

ことを進めていくべきである。 

 

 

（２）相談支援や家族支援の充実  

 

ア ライフステージを通じた相談支援の方策 

 

（市町村を基本とした相談支援体制の構築） 

○ 障害児には、ライフステージに応じて、保健・医療・福祉・教育・就労など様々な

関係者が支援を行うことが必要であり、このため、市町村を基本として、それを障害

児の専門機関や都道府県が支える重層的な相談支援体制を、地域の実情に応じて構築

していくべきである。 

 

○ また、障害児の親子にとって身近な敷居の低い場で相談支援が行われることが必要

であり、障害児の専門機関が保健センターなど親子の身近なところに出向いていった

り、障害児の専門機関を気軽に行きやすい場とするため名称を改めたり（例：子ども

発達支援センター）する等の工夫が必要である。 

 

（関係機関の連携強化） 

○ さらに、地域自立支援協議会の活用等により関係機関の連携システムを構築し、特

に学齢期への移行時、進学時、卒業時などにおいて、支援の切れ目が生じないよう連

携強化を図っていくべきである。 

 

（個別の支援計画の作成・活用）  

○ あわせて、ケアマネジメントの観点から、サービス利用計画作成費を活用するなど

し、必要に応じて当事者の参加を得ながら、各支援者がどのような役割分担の下でそ

れぞれ支援していくのかを盛り込んだ「個別の支援計画」づくりや関係者による支援

会議の開催を進めていくべきである。その際、例えば、関係者による支援会議を他の

分野の会議と合同で開催するなど、教育や就労等の分野と連携して取り組んでいくこ

とが必要である。 

 

イ 家族支援の方策 



 

（家族に対する養育方法の支援） 

○ 障害児の家族が、障害の発見時に適切に対応していくことや、その後の養育の能力

を高めていくことを支援するため、①ショックや不安を抱えている保護者に対する専

門家による心理的なケアやカウンセリング、②専門機関による家庭における養育方法

の支援、③保護者同士の交流や障害児のきょうだいに対する支援の促進など、家族を

含めたトータルな支援を図っていくべきである。 

 

（レスパイトの支援等） 

○ また、子どもから一時も目が離せない等の状況にある保護者の精神的・肉体的な負

担感を軽減し、ぎりぎりまで頑張って在宅で育てられなくなるということを防ぐため、

ショートステイの充実等、レスパイト（一時的休息）の支援を図るべきある。 

 

○ あわせて、障害児がサービスを利用した場合の利用料の軽減措置を更に継続するな

ど、家族の負担能力を踏まえた配慮を行うべきである。 

 

 

（３）施設機能の見直し等による支援の充実  

 

ア 入所施設の在り方 

 

（入所施設の一元化） 

○ 障害児の入所施設について、障害種別等により7類型となっているが、障害の重複化

等を踏まえ、複数の障害に対応できるよう一元化を図っていくべきである。  

その際、医療型の施設と福祉型の施設に分けて考えていくとともに、他の障害を受

け入れられるようにしつつ、主に対象とする障害の種別を示せるようにするなど、そ

れぞれの施設の専門性を維持していくことが可能となるよう配慮が必要である。また、

例えば重症心身障害児について手厚い人員配置が可能となるようにするなど、基準等

について検討していくことが必要である。 

 

（在園期間の延長措置の取扱い） 

○ 児童福祉法において、障害児の入所施設に満18歳以降も在園できるとされている取

扱いについて、機能的には子どもから大人にわたる支援の継続性を確保しつつ、制度

的には、満18歳以上の入所者は、他の障害者と同様に、障害者施策で対応していくよ

う見直していくべきである。 

 

○ その際には、支援の継続性を確保するための措置や、現在入所している者が退所さ

せられることがないようにする措置など、十分な配慮が必要である。 

特に、重症心身障害児・者については、重症心身障害児・者の特性に応じた支援や、

児者一貫した支援の継続性が保たれるよう十分な配慮が必要である。 



 

○ また、在宅で暮らす重症心身障害児・者の支援についても充実を図っていくべきで

ある。 

 

（障害児の入所施設・住まいの在り方） 

○ 障害児の入所施設について、入所者の多様化等の状況を踏まえ、心理的ケアが行え

る専門的なスタッフの充実や、小規模な単位での支援ができるような施設の在り方、

障害児の将来の自立を見据えた住まいの在り方について、検討していくべきである。 

 

○ 障害児の入所施設について、地域との関わりを深めていくとともに、地域の実情に

応じて、地域への支援や短期入所の実施など地域の中の専門機関としての役割を強化

していくべきである。 

 

イ 行政の実施主体 

 

（通所施設の実施主体）  

○ 障害児施設の実施主体について、通所については、在宅の支援策や児童デイサービ

スの実施主体は既に市町村であり、通所施設を一元化し、より身近なところで支援を

受けられるようにしていくことも踏まえ、都道府県が支援を行うこととしつつ、市町

村とする方向で検討すべきである。  

 

（入所施設の実施主体）  

○ 入所については、市町村とした場合、児童養護施設等の入所措置の実施主体は都道

府県（指定都市、児童相談所設置市を含む）であり、実施主体が異なることとなるこ

とから、障害児が虐待された場合等の判断に課題がある。また、措置は都道府県、契

約は市町村とした場合、同じ施設への入所について実施主体が異なり、混乱が生じる

おそれがある。 

このため、当面は都道府県とすることが適当と考えられる。その際、障害児施設に

入所する障害児や保護者の相談支援を市町村が行うこととするなど、市町村の関与を

強めていくこととすべきである。 

 

（措置と契約） 

○ 障害児施設への入所について、保護者による虐待や養育拒否の場合等は措置、それ

以外の場合は契約によることとされているが、その判断について都道府県（指定都市、

児童相談所設置市を含む）によって差が生じている状況があり、このため、措置か契

約かの判断をより適切に行うとの観点から、判断基準を明確化する作業を進め、ガイ

ドラインを作成することとすべきである。 

 

ウ 法律上の位置付け等 

 



（障害児支援の根拠法） 

○ 障害児への支援については、なるべく一般施策との連携により対応していくという

考え方から、児童福祉法に位置付けることを基本としていくべきである。 

障害児施設に関して引き続き児童福祉法に規定するとともに、現在障害者自立支援法に規

定されている児童デイサービスについて、通所施設の一元化にあわせ、児童福祉法に規定

することとすべきである。 


